
 

議員提案第６４号 

 

 

新潟市国民健康保険条例の一部改正について 

 

 

新潟市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものと

する。 

 

 

  平成２２年６月１６日提出 

 

   新潟市議会議員              渋 谷 明 治 

同                 明 戸 和 枝 

同                 目 崎 良 治 

      同                 飯 塚 孝 子 

      同                 風 間 ル ミ 子 

      同                 小 山 哲 夫 

同                 渡 辺 有 子 



 

   新潟市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 新潟市国民健康保険条例（昭和３４年新潟市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 目次中「第１条」の次に「・第１条の２」を加える。 

 第１章中第１条を第１条の２とし，同条の前に次の１条を加える。 

 （目的） 

第１条 この条例は，国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第１条の社会保障及 

 び国民保健の向上に寄与するため，同法第７５条に規定する補助を含め，国民健康保険

事業の健全な運営を確保することを目的とする。 

 第１２条第１項第１号中「１００分の７．３０」を「１００分の６．５０」に改め，同 

項第２号中「１９，５００円」を「１８，０００円」に改め，同項第３号中「２３，４０ 

０円」を「２１，９００円」に改める。 

 第１２条の４の２第１号中「２３，４００円」を「２１，９００円」に改める。 

   附 則 

 この条例は，平成２２年７月１日から施行する。 


